
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
教
育
関
係
職
員
倫
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

○
福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一

○
職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

一
三

福
島
県
人
事
委
員
会

○
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
三

○
初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
級
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
三

○
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一
三

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
関
係
職
員
倫
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
六
号

福
島
県
教
育
関
係
職
員
倫
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
教
育
関
係
職
員
倫
理
規
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中
「
（記
名
押
印
又
は
署
名

）
」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
教
育
関
係
職
員
倫
理
規
則
別
記

様
式
に
よ
る
贈
与
等
報
告
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
教
育
関
係
職
員
倫
理
規
則
別
記
様
式
に
よ
る
贈

与
等
報
告
書
と
み
な
す
。

（
職

員

課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
六
号

教

育

庁

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
以
外
の
教
育
機
関

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
（
平
成
十
五
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
自
ら
押
印
」
を
「
出
勤
し
た
旨
の
表
示
を
」
に
改
め
る
。「

「

の
欄

長
印

長

様
式
第
三
号
（
表
面
）
中
「
（記

名
押
印
又
は
署
名

）
」
を
削
り
、

属

を

認
属

所
の

所
確

」

「

「

の
欄

長
印

長

に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中

属

を

認

に
改
め
る
。

属

所
の

」

所
確

」

」

様
式
第
四
号
中
「印

」
を
削
る
。

「

「

の
欄

長
印

長

様
式
第
五
号
（
表
面
）
中
「
（記

名
押
印
又
は
署
名

）
」
を
削
り
、

属

を

認
属

所
の

所
確

」

「

「

の
欄

長
印

長

に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中

属

を

認

に
改
め
る
。

属

所
の

所
確

」

」

」

様
式
第
六
号
中
「
（記

名
押
印
又
は
署
名

）
」
を
削
る
。

様
式
第
七
号
中
「印

」
を
削
る
。

様
式
第
八
号
か
ら
様
式
第
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
様
式
八
号
か
ら
様
式
十
号
ま
で
を
挿
入
）
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様
式
第
十
三
号
か
ら
様
式
第
十
六
号
ま
で
及
び
様
式
第
十
八
号
か
ら
様
式
第
二
十
三
号
ま
で
の
規
定

中
「
（記

名
押
印
又
は
署
名

）
」
を
削
る
。

様
式
第
二
十
四
号
中
「印

」
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
そ
れ
ぞ

れ
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
改
正
後
の
福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
の
相
当

の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
書
類
と
み
な
す
。

３

こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
福
島
県
教
育
庁
等
服
務
規
程
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
教
育
総
務
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
七
号

教

育

庁

教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
教
育
機
関

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

福
島
県
教
育
委
員
会

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
給
料
の
特
別
調
整
額
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
福
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
博
物
館
副
館
長

「
博
物
館
事
務
長

別
表
中

を
「
博
物
館
副
館
長
」
に
、

を
「
博
物
館
事
務
長

自
然
の
家
所
長
」

自
然
の
家
次
長
」

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
職

員

課
）

福
島
県
人
事
委
員
会

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

齋

藤

記

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
川
内
村
立
川
内
小
学
校

別
表
第
二
双
葉
郡
の
項
中

を
「
川
内
村
立
川
内
小
中
学
園
」
に
改
め
る
。

川
内
村
立
川
内
中
学
校
」

別
表
第
三
田
村
市
の
項
を
削
る
。

「
郡
山
市

郡
山
市

「
福
島
市
立
茂
庭
小
学
校

別
表
第
四
の
五
の
表
中

を
「
福
島
市
立
水
原
小
学
校
」
に
、

郡
山
市

福
島
市
立
水
原
小
学
校
」

郡
山
市

郡
山
市

立
安
子
島
小
学
校

立
高
野
小
学
校

「
郡
山
市
立
安
子
島
小
学
校

立
鬼
生
田
小
学
校

を

に
改
め
、
「
伊
達
市
立
大
石
小
学
校
」
の
項
を

郡
山
市
立
海
老
根
小
学
校
」

立
大
田
小
学
校

立
海
老
根
小
学
校
」

削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

齋

藤

記

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
及
び
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
六
級
の
項
第
二
号
及
び
七
級
の
項
第
四
号
中
「
局
主
幹
」
を
「
局
主
幹
、
復
興
推
進
本

部
担
当
課
長
」
に
改
め
る
。

「
一

本
庁
の
副
課
長
の
職
務

別
表
第
五
の
三
級
の
項
中
「
本
庁
の
副
課
長
の
職
務
」
を

二

規
模
の
小
さ
い
出
先
機
関
の
長
の

に
改
め
る
。

職
務
」

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日
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福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

齋

藤

記

子

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
給
与
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
の
五
第
一
項
の
表
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
二
、
六
〇
〇
円
」
を
「
二
、
五
〇

〇
円
」
に
改
め
、
同
表
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
四
、
〇
〇
〇
円
」
を

「
三
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
五
、
三

〇
〇
円
」
を
「
五
、
一
〇
〇
円
」
に
、
「
二
、
七
〇
〇
円
」
を
「
二
、
六
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
八

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
六
、
六
〇
〇
円
」
を
「
六
、
四
〇
〇
円
」
に
、

「
三
、
三
〇
〇
円
」
を
「
三
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
未
満
の
項
中
「
七
、
九
〇
〇
円
」
を
「
七
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
、
八
〇

〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
九
、
二
〇
〇
円
」

を
「
八
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
四
、
六
〇
〇
円
」
を
「
四
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
四
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
一
〇
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
二
〇
〇
円
」
に
、

「
五
、
三
〇
〇
円
」
を
「
五
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
十
八
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
未
満
の
項
中
「
一
一
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
五
、

七
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
一
三
、
二

〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
七
〇
〇
円
」
に
、
「
六
、
六
〇
〇
円
」
を
「
六
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表

二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
一
四
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
〇

〇
〇
円
」
に
、
「
七
、
三
〇
〇
円
」
を
「
七
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

上
二
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
一
五
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
五
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、

〇
〇
〇
円
」
を
「
七
、
七
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
未
満
の
項
中
「
一
七
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
八
、
六
〇
〇
円
」
を
「
八
、

三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
二
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
二
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
一
八
、

五
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
三
〇
〇
円
」
を
「
八
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同

表
二
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
一
九
、
八
〇
〇
円
」
を
「
一
九
、

一
〇
〇
円
」
に
、
「
九
、
九
〇
〇
円
」
を
「
九
、
六
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以

上
三
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
二
一
、
一
〇
〇
円
」
を
「
二
〇
、
四
〇
〇
円
」
に
、
「
一
〇
、

六
〇
〇
円
」
を
「
一
〇
、
二
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
三
十
四
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
未
満
の
項
中
「
二
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
一
、
六
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
三
〇
〇
円
」
を
「
一

〇
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
三
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
二

三
、
八
〇
〇
円
」
を
「
二
二
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
一
一
、
九
〇
〇
円
」
を
「
一
一
、
五
〇
〇
円
」
に

改
め
、
同
表
三
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
三
十
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
二
五
、
一
〇
〇
円
」

を
「
二
四
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
一
二
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
三
十

八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
二
六
、
四
〇
〇
円
」
を
「
二
五
、
四
〇
〇

円
」
に
、
「
一
三
、
二
〇
〇
円
」
を
「
一
二
、
七
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上

四
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
二
九
、
三
〇
〇
円
」
を
「
二
八
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
一
四
、

七
〇
〇
円
」
を
「
一
四
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
四
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
未
満
の
項
中
「
三
一
、
九
〇
〇
円
」
を
「
三
〇
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
一
六
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
一

五
、
四
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
五
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
五
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
三

四
、
七
〇
〇
円
」
を
「
三
三
、
四
○
○
円
」
に
、
「
一
七
、
四
〇
〇
円
」
を
「
一
六
、
七
〇
〇
円
」
に

改
め
、
同
表
五
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
三
七
、
一
〇
〇
円
」
を

「
三
五
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
一
八
、
六
〇
〇
円
」
を
「
一
七
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
六
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
三
九
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
三
七
、
六
〇
〇
円
」

に
、
「
一
九
、
五
〇
〇
円
」
を
「
一
八
、
八
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
六
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
七

十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
四
二
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
〇
、
五
〇
〇
円
」
に
、
「
二
一
、
〇
〇

〇
円
」
を
「
二
〇
、
三
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
七
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
七
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
の
項
中
「
四
五
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
四
三
、
三
〇
〇
円
」
に
、
「
二
二
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
一
、

七
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
七
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
四
八
、

〇
〇
〇
円
」
を
「
四
六
、
二
〇
〇
円
」
に
、
「
二
四
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
三
、
一
〇
〇
円
」
に
改
め
、

同
表
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
八
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
五
〇
、
九
〇
〇
円
」
を
「
四
九
、

一
〇
〇
円
」
に
、
「
二
五
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二
四
、
六
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
八
十
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
以
上
九
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
項
中
「
五
三
、
九
〇
〇
円
」
を
「
五
二
、
〇
〇
〇
円
」
に
、
「
二

七
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
六
、
〇
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
九
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
九
十
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
未
満
の
項
中
「
五
六
、
九
〇
〇
円
」
を
「
五
四
、
九
〇
〇
円
」
に
、
「
二
八
、
五
〇
〇
円
」
を
「
二

七
、
五
〇
〇
円
」
に
改
め
、
同
表
九
十
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
の
項
中
「
五
九
、
九
〇
〇
円
」
を
「
五

七
、
八
〇
〇
円
」
に
、
「
三
〇
、
〇
〇
〇
円
」
を
「
二
八
、
九
〇
〇
円
」
に
改
め
る
。

「
室
長

別
表
第
二
知
事
の
事
務
部
局
の
部
本
庁
機
関
の
項
中
「
室
長
」
を

に

復
興
推
進
本
部
担
当
課
長
」

改
め
、
同
表
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機
関
の
部
自
然
の
家
の
項
を
削
る
。

別
表
第
三
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

職
員
の
区
分

１
項

職
員

２
項
職
員

期
間
の
区
分

１
種

２
種

３
種

円
円

円
円

１
年
未
満

414,800
368,800

308,600
40,000

１
年
以
上
２
年
未
満

414,800
368,800

308,600
38,000

２
年
以
上
３
年
未
満

414,800
368,800

308,600
36,000

３
年
以
上
４
年
未
満

414,800
368,800

308,600
34,000

４
年
以
上
５
年
未
満

414,800
368,800

308,600
32,000
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５
年
以
上
６
年
未
満

414,800
368,800

308,600
30,000

６
年
以
上
７
年
未
満

414,800
368,800

308,600
28,000

７
年
以
上
８
年
未
満

414,800
368,800

308,600
26,000

８
年
以
上
９
年
未
満

414,800
368,800

308,600
24,000

９
年
以
上
10年

未
満

414,800
368,800

308,600
22,000

10年
以
上
11年

未
満

414,800
368,800

308,600
19,000

11年
以
上
12年

未
満

414,800
368,800

308,600
16,000

12年
以
上
13年

未
満

414,800
368,800

308,600
13,000

13年
以
上
14年

未
満

414,800
368,800

308,600
10,000

14年
以
上
15年

未
満

414,800
368,800

308,600
7,000

15年
以
上
16年

未
満

414,800
368,800

308,600

16年
以
上
17年

未
満

410,400
364,800

305,300

17年
以
上
18年

未
満

406,000
360,800

302,000

18年
以
上
19年

未
満

401,600
356,800

298,700

19年
以
上
20年

未
満

397,200
352,800

295,400

20年
以
上
21年

未
満

392,800
348,800

292,100

21年
以
上
22年

未
満

373,400
331,900

278,300

22年
以
上
23年

未
満

353,600
314,700

264,300

23年
以
上
24年

未
満

334,300
298,000

250,800

24年
以
上
25年

未
満

314,900
281,100

236,900

25年
以
上
26年

未
満

295,400
264,200

223,200

26年
以
上
27年

未
満

272,700
243,400

205,600

27年
以
上
28年

未
満

250,500
223,000

188,500

28年
以
上
29年

未
満

228,100
202,600

171,200

29年
以
上
30年

未
満

205,300
181,800

153,600

30年
以
上
31年

未
満

180,500
159,900

135,600

31年
以
上
32年

未
満

155,600
138,000

117,300

32年
以
上
33年

未
満

131,000
116,300

99,400

33年
以
上
34年

未
満

92,900
84,400

73,400

34年
以
上
35年

未
満

57,600
54,600

49,100

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）


